
　こどもたちに対して食事の提供や学
習支援などを行っています。詳しくは、
市ホームページをご覧ください。

問こども支援課子育て連携係☎(28)5522

　児童虐待は社会全体で解決すべき
問題です。虐待かもしれないと思っ
たら、すぐに連絡してください。
　連絡は、匿名で行うことも可能で、
秘密は厳守します。

■児童虐待防止推進月間

《連絡先》
▷児童相談所（全国共通３桁ダイヤル）

※お住まいの地域
　の児童相談所に
　つながります。１１ ８８ ９９

いちいち はやはや くく

▷こども支援課子育て連携係　☎(28)5522
▷家庭児童相談室　　　　　　☎(22)1150
▷県中児童相談所白河相談室　☎(22)5648

▲オレンジリボンは、児童虐待防止運動のシンボルです。

11月は

秋のこどもまんなか月間

■乳幼児突然死症候群対策強化月間

　乳幼児突然死症候群（SIDS）は、それまで元気
だった赤ちゃんが睡眠中に何の前ぶれもなく亡くな
ってしまう病気です。12月以降の冬期に発症しや
すい傾向があることから、毎年11月が「対策強化
月間」に定められています。

SIDSの予防方法は確立していませんが、３つの
ポイントを守ることで発症率が低くなるというデー
タがあります。日頃から気をつけていきましょう。

１歳までは「あおむけ」に寝かせる
　研究により、あおむけに寝かせたと
きのほうが、発症率が低いことが分か
っています。

できるだけ母乳で育てる
母乳で育てられている赤ちゃんのほう

が発症率が低いことが分かっています。
無理のない範囲でトライしましょう。

たばこを吸わない
　たばこはSIDSの発生要因となりま
す。また、妊娠中の喫煙や受動喫煙は
胎児の体重増加や呼吸中枢にも悪影響
を及ぼします。

《きみは きみのままで たからもの》
　私たちは生まれながらに「健康で幸せに自分らし
く生きる権利」を持っています。
　また、こどもたちは心と体の成長段階にあるため、
大人によるサポートが必要です。
　こどもたちが安全で健やかに成長し、幸せに暮ら
せるよう「こどもの権利」について理解を深めまし
ょう。

■「こどもの権利」を知っていますか？

《「こどもの権利」に関する認知度調査》
「こどもの権利」をどれくらい知っているか、シー

ルを貼って答える簡単な調査をしますので、ぜひご
参加ください。
●期間　11月６日㈭～30日㈰
●会場　市立図書館りぶらん、市役所１階 ロビー、
　　　　市内小・中学校

こどもの権利条約の４原則

２. こどもの最善の利益

４. 差別の禁止

１. 生命、生存および
    発達に対する権利

３. こどもの意見の尊重

詳しくは市ホームページへ▶

子育て情報白河っ子応援センター“ぽっかぽか”　問こども支援課☎(27)2113

14広報しらかわ　2025.11（R7)

■骨
こ つ

髄
ず い

移植ドナー支援事業助成金

　日本骨髄バンクにドナー登録をし、骨髄・末しょ
う血幹細胞を提供した方に助成金を交付します。

・日常生活の中で歩数を意識する
・食後１時間以内に、ストレッチや
　ウオーキングを取り入れる

運
動

・食後すぐに横にならない
・７～８時間の睡眠時間を確保する
・朝起きたら自然光を浴び、体内時
　計を整える
・寝る前のテレビやスマホを控える

睡 眠睡 眠

問健康増進課予防管理係☎(27)2112

・朝昼夜の食事を規則正しくとる
・腹八分目を心がける
・魚介類や大豆などの良質なたんぱ
　く質をとる
・動物性脂肪は控えめにする
・野菜や海藻類を積極的に食べる

・腹八分目を心がける
・魚介類や大豆などの良質なたんぱ
　く質をとる
・動物性脂肪は控えめにする
・野菜や海藻類を積極的に食べる

食 事

11月14日は

世界糖尿病デー

実施日 時間 会場 対象年齢
３日㈬

9:30～
大信保健センター

40歳以上10日㈬ 東保健センター
12日㈮ 表郷保健センター
15日㈪

13:30～
中央保健センター 71～76歳

17日㈬ アナビースポーツプラザ 40～70歳

12 月のいきいき健康チャレンジ相談会

【健康ポイント事業】50ポイント　１回／月

保健情報 皆さんの健康を応援します！　問健康増進課（中央保健センター）☎(27)2112
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《糖尿病ってどんな病気？》
　糖尿病は、血液中のブドウ糖（血糖値）が高くな
りすぎる病気です。血糖値を下げるホルモン「イン
スリン」の働きが不十分になることで、血糖コント
ロールが難しくなります。
　糖尿病の初期には自覚症状がほとんどないため、
知らないうちに進行してしまう恐れがあります。
　進行すると心臓病や腎臓病、失明などの重い合併
症を引き起こすため、予防と早期発見が非常に重要
です。

●助成金額　骨髄などを提供するため、次の内容で
通院・入院した日数×２万円　※上限14万円
　①健康診断のための通院
　②手術に備え、輸血に使う自分の血液を採取する
　　ための通院
　③骨髄などの採取のための入院
　④その他、骨髄バンクが必要と認める
　　通院・入院・面接

《糖尿病にならないために生活習慣の見直しを》
　糖尿病には「１型糖尿病」と「２型糖尿病」があ
り、そのほとんどが「２型糖尿病」です。2型糖尿
病は生活習慣と深く関わっており、食事や運動など
日々の生活を見直すことで予防できます。
　本市の健康診断では、約６割の方に高血糖の所見
が見られました。まずは規則正しい生活を心がけ、
健康な毎日を目指しましょう！
　ここでは、日常生活に取り入れやすいポイントを
ご紹介します。

●交付対象　次のすべての要件に当てはまる方
　◇市内に住所がある方
　◇骨髄バンク事業にドナー登録をし、骨髄などの
　　提供を完了している方
　◇企業・団体などに雇用されていてドナー休暇制
　　度がない方、または個人で事業を営んでいる方
※ドナー候補者になったが提供に至らなかった方や
　他の助成金などの交付を受けている方は対象外

●申請方法 提供が終了してから１年以内に、申請
　書（第１号様式）と次の書類をそろえ、健康増進
　課（中央保健センター）に提出してください。
　①骨髄バンクが発行する骨髄などの提供が完了し
　　たことを証する書類
　②骨髄などの提供に係る通院または入院した期間
　　を証明する書類
　③市税を滞納していないことを証明する書類
　④就業規則などの写し
　⑤健康保険証　⑥誓約書（第２号様式）


